
地方消費税交付金
176億481万円
地方消費税交付金
176億481万円

都支出金
247億8,901万円
都支出金
247億8,901万円

特別区交付金
728億5,516万円
特別区交付金
728億5,516万円 特別区税

783億5,460万円
特別区税
783億5,460万円

国庫支出金
812億11万円
国庫支出金
812億11万円

財産収入 12億1,350万円

繰越金　39億3,516万円

使用料及び手数料
77億5,687万円

諸収入 
100億9,661万円
諸収入 
100億9,661万円

分担金及び負担金　22億5,502万円

繰入金　26億8,493万円

地方譲与税　18億2,827万円

その他
25億5,132万円

株式等譲渡所得割交付金　18億212万円

配当割交付金 14億7,239万円 議会費　10億3,982万円

公債費　23億3,260万円

諸支出金
2億3,541万円

福祉費
1,672億1,317万円
福祉費
1,672億1,317万円

教育費 
291億3,097万円
教育費 
291億3,097万円

総務費
393億7,890万円
総務費
393億7,890万円

環境清掃費
104億3,320万円

衛生費
181億212万円

都市整備費
59億2,698万円

産業経済費　58億241万円

土木費
203億6,941万円
土木費
203億6,941万円

　令和3年度の区の各会計決算が第3回区議会定例会で認定されました。一般
会計の歳入は3,103億9,988万円、歳出は2,999億6,498万円で、歳入は2年
度比13.34％減、歳出は2年度比14.45％減となりました。
　「決算書」「主要施策の成果」など決算に関する資料は区政情報コー
ナー、図書館でご覧いただけます。概要は区HPでも公開しています。
▶問合先　会計管理室会計管理担当
　☎5744－1414　■FAX 5744－1534

※表と円グラフの数値は、表示単位未満を四捨五入しているため、歳入歳出差引額などが一致
しない場合があります

特別区税と特別区交付金で歳入総額の約49％
　特別区税は、特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税などで構成されてい
ます。2年度と比べ2.1億円（0.26％）減となりましたが、歳入全体の25.24％を
占めています。特別区交付金は、都が徴収している固定資産税や市町村民税法
人分などから、都と区の役割に応じて配分されるもので、全体の23.47％を占
めており、2年度と比べ49.9億円（7.36％）増となりました。
国庫支出金が歳入総額の約26％
　2年度と比べ478.8億円（37.09％）減となりました。減額は主に、特別定額給
付金給付事業などです。

福祉費が歳出総額の約56％
　2年度と比べ、153.8億円（10.13%）増となりました。増額は主に、子育て世
帯への臨時特別給付金給付事業、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
給付事業、保育園入所者運営費等です。
総務費の減
　2年度と比べ、705.6億円（64.18％）減となりました。減額は主に、特別定額
給付金給付事業などです。

令和3年度 大田区各会計決算額

歳入の特徴 歳出の特徴

歳入（区の収入）／一般会計 歳出（区の支出）／一般会計

一般会計
歳出総額

2,999億
6,498万円

一般会計
歳入総額

3,103億
9,988万円

会計 歳入決算額

一般会計 

特別会計 

　国民健康保険事業

　後期高齢者医療

　介護保険

3,103億9,988万円

1,433億2,162万円

679億6,404万円

172億7,245万円

580億8,513万円

2,999億6,498万円

1,406億2,240万円

668億4,466万円

170億2,984万円

567億4,790万円

104億3,489万円

26億9,923万円

11億1,938万円

2億4,262万円

13億3,723万円

歳出決算額 歳入歳出差引額

区民相談室

借地、借家、相続、離婚、金銭問題などの日常生活に関すること

▶日時　月・水・金曜、午後1時30分から（全5回、相談時間各25分）　
▶会場　区役所本庁舎2階　▶申込方法　問合先へ電話

法　律 （予約制） ●相談員：弁護士

人権侵害や、家庭内・近隣との悩みごとなど

▶日時　第2・4火曜、午後1時～2時30分（受け付け）　▶会場　区役所本庁舎2階　
▶問合先　人権・男女平等推進課人権・同和対策担当　☎5744－1148　■FAX5744－1556

人権・身の上 ●相談員：人権擁護委員

不動産の取り引き一般に関すること

▶日時　第1・3木曜、午後1時～3時（受け付け）　▶会場　区役所本庁舎2階

不動産取引 ●相談員：宅地建物取引士

不動産、会社などの登記や申請に関すること

▶日時　第3火曜、午後1時～2時（受け付け）　▶会場　区役所本庁舎2階

登　記 ●相談員：司法書士

遺言、相続、金銭貸借などの証書作成、文書の認証、確定日付に関すること

▶日時　第1火曜、午後1時～3時（受け付け）　▶会場　区役所本庁舎2階

公　証 ●相談員：公証人

専門家に無料で相談できます。実施状況など詳細はお問い合わせください。
※休日、年末年始を除く　
※申込方法の記載がないものは当日会場へ
▶問合先　広聴広報課広聴担当　☎5744－1135　■FAX5744－1504

所得税、相続税などの税金相談（確定申告の相談は除く）

▶日時　第2木曜、午後1時から（全6回、相談時間各30分）　▶会場　区役所本庁舎2階　
▶申込方法　問合先へ電話。前月の1日（土・日曜、休日は翌開庁日）から受け付け

税　務 （予約制） ●相談員：税理士

国など行政全般に関する要望、苦情など

▶日時・会場　第1・3火曜、午後1時～3時（受け付け）＝区役所本庁舎1階
　　　　　　　第2水曜、午後1時30分～4時＝アトレ大森（大森北1－6－16　大森駅直結）

行　政 ●相談員：行政相談委員（総務大臣が委嘱した民間有識者）

戸籍、相続、外国人在留、官公庁への許認可などの手続き

▶日時　第4木曜（休日のときは翌開庁日、12月は第3木曜）、午後1時～4時　
▶会場　区役所本庁舎1階

行政手続 ●相談員：行政書士

家族や自分の健康に関する①一般②メンタルヘルスのこと

▶日時　木曜（②は月1回）、午後1時～2時30分（受け付け）　
▶会場　区役所本庁舎2階　
▶申込方法　大田地域産業保健センター（☎3772－2402）へ電話

健　康 （予約制） ●相談員：産業医の資格を持つ医師、産業保健師

健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険など

▶日時　第1・3火曜、午後1時～3時30分（受け付け）　▶会場　区役所本庁舎2階

社会保険労務 ●相談員：社会保険労務士

境界線問題や不動産の表示登記に関することなど

▶日時　第1水曜、午後1時～4時　▶会場　区役所本庁舎1階

土地・建物 ●相談員：土地家屋調査士

そのほかの相談
  一級建築士による無料建築相談

　建築、修繕、耐震診断・改修
など
▶対象　区内在住・在勤・在学
の方

▶日時　第1・3水曜
※時間はお問い合わせください
▶会場　区役所本庁舎1階　
▶申込方法　問合先へ電話
▶問合先　建築調整課建築相談担当
　☎5744－1383　■FAX5744－1558

▲
詳細はコチラ

▲
決算についての
情報はコチラ

令和3年度

決算の概要をお知らせします

4 大田区報　令和 4年 12月 1日号 HP＝ホームページ

新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。催しなどにご参加の際は、マスク着用などの感染症対策にご協力をお願いします。
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